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Ⅲ 遮断措置・全体再計算の判定フロー

➩ グループ通算制度においては、通算グループ内の他の通算法人の期限内申告におけるグループ調整計算の基礎となる数値の計算に誤りがあった
場合には、その数値は当初申告額に固定され、誤りがあった法人についてのみ修正申告又は更正の請求の対象になります（遮断措置）。ただし、
一定の要件を満たす場合には、この遮断措置を適用しないこととされています（全体再計算）。

➩ 全体再計算については、グループ調整計算に係る各規定に共通した要件（法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合の全体再
計算）のほか、各規定の目的に応じた制度固有の要件が定められています。

➩ ここでは、グループ調整計算に係る各規定の分類を整理するとともに、具体的な判定フローを紹介しています。

グループ調整計算に関する各規定（遮断判定に係る主なもの）
本記載例の
該当ページ

全体再計算となるための要件

判定フロー法64の５⑧の
規定（注１）

法64の５⑥の
規定（注２）

制度固有
の規定

交際費等の損金不算入（通算定額控除限度分配額）（措法61の４③四） 85～ 〇 〇 〇 判定フローＡ

通算法人の関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額（令19⑦） 73～ 〇 〇 〇 判定フローＢ

損益通算（法64の５⑥⑧） 48～ 〇 〇 －
判定フローＣ

欠損金の通算（法64の７⑧） 60～ 〇 〇 －

中小通算法人等の軽減対象所得金額（法66⑨） ９～ 〇 〇 〇 判定フローＤ

外国税額控除（法69⑯㉑） 18～ 〇 － 〇（注３） －

試験研究を行った場合の法人税額の特別控除（措法42の４⑯⑰） 32～ 〇 － － －

（注）１ 「法64の５⑧の規定」とは、法第64条の５第８項《損益通算》の規定（法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合の全体再計算）の適用がある
ことをいいます。すなわち、法第64条の５第８項の規定が適用される場合には、全ての規定について遮断措置は適用されずに全体再計算となります。
なお、この要件は税務署長が判断するものになりますので、次ページ以降の判定フローでの説明は省略しています。

２ 「法64の５⑥の規定」とは、法第64条の５第６項の規定（欠損事業年度の全体再計算）の適用があることをいいます。
３ 外国税額控除については、全体再計算ではなく当初申告税額控除額固定解除措置及び当初申告税額控除不足額相当額等固定解除措置に係る要件となりますが、これ
は主に税務署長が判断するものになりますので、次ページ以降の判定フローでの説明は省略しています。

➩ 例えば、「中小通算法人等の軽減対象所得金額」については、法第64条の５第６項又は第８項の規定が適用されない場合であっても、制度固有の規定に該当するときは全
体再計算となります。「試験研究を行った場合の法人税額の特別控除」については、法第64条の５第８項の規定が適用される場合に限り全体再計算となります（法第64条の
５第８項の規定が適用されない場合には、常に遮断措置が適用されます。）。



2

Ⅲ 遮断措置・全体再計算の判定フロー

通算事業年度(注)のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合に該当するか
（注）通算法人（通算子法人にあっては、その通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日においてその通算親法人との間に通算完全支配関係があ

るものに限ります。）の適用年度（平成26年４月１日から令和６年３月31日までの間に開始する各事業年度）又はその適用年度終了の日においてそ
の通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度をいいます。

別表十五付表「計３」≦「通算定額控除限度額４」(注)に該当するか
（注）800万円にその適用年度終了の日に終了するその通算法人に係る通算親法人の事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額

遮断措置及び全体再計
算のいずれも適用なし

「交際費等の損金不算入（通算定額控除限度分配額）」について全体再計算

YES

YES

NO

NO（※）

判定フローＡ（交際費等の損金不算入（通算定額控除限度分配額））

判定フローＢへ

（※）この段階では遮断措置を適用するかどうかの判定結果は出ず、判定フローＣ（損益通算、欠損金の通算）の判定結果に従います。
⇒ 判定フローＣの判定結果が「遮断措置」となる場合は「交際費等の損金不算入（通算定額控除限度分配額）」についても遮断措

置が適用され、「全体再計算」となる場合は「交際費等の損金不算入（通算定額控除限度分配額）」についても全体再計算が適用
されます。
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Ⅲ 遮断措置・全体再計算の判定フロー

判定フローＢ（通算法人の関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額）

通算事業年度(注)のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合に該当するか
（注）通算法人の事業年度（その通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限ります。）若しくは他の通算法人の当該事業年度

終了の日に終了する事業年度をいいます。

遮断措置及び全体再計
算のいずれも適用なし

次の①又は②のいずれかに該当するか
① 別表八(一)付表二「当初申告適用関連法人配当合計額の合計の４％相当額15」＜「当初申告支払利子合計額の合計の10％相当額16」

（注）既に令第19条第８項の通算事業年度について修正申告書（その修正申告書の別表八(一)付表二「法第64条の５第６項の規定の適用がある場合、
(15)＜(16)である場合又は(17)＜(18)である場合19」に「該当」と記載されているものに限ります。）の提出又は更正（その更正に基づき同表
「19」を記載するものとした場合に「該当」と記載されることとなるものに限ります。）がされていた場合には「15」及び「16」の各欄は、そ
の修正申告書又はその更正に係る更正通知書のうち、最も新しいものに基づき「計３」及び「計８」の金額として計算される金額を、それぞれ
「当初申告の(３)」及び「当初申告の(８)」の金額として、当該各欄の金額を計算します。

② 別表八(一)付表二「適用関連法人配当等の額の合計額の合計の４％相当額17」＜「支払利子合計額の合計の10％相当額18」

YES

「通算法人の関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額」について全体再計算

NO

判定フローＣへ

NO（※）

（※）この段階では遮断措置を適用するかどうかの判定結果は出ず、判定フローＣ（損益通算、欠損金の通算）の判定結果に従います。
⇒ 判定フローＣの判定結果が「遮断措置」となる場合は「通算法人の関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額」に

ついても遮断措置が適用され、「全体再計算」となる場合は「通算法人の関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の
額」についても全体再計算が適用されます。

YES
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Ⅲ 遮断措置・全体再計算の判定フロー

通算事業年度(注)（期限内申告書を提出した事業年度に限ります。）のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合に該当するか
（注）通算法人の所得事業年度（その通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限ります。）若しくはその所得事業年度終了の日においてその通算法人

との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度又は通算法人の欠損事業年度（その通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するも
のに限ります。）若しくはその欠損事業年度終了の日においてその通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度をいいます。

その通算法人及び他の通算法人（その事業年度終了の日においてその通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限ります。以下同じです。）の全てについて、期
限内申告書の別表一「所得金額又は欠損金額１」(注)≦０に該当するか
（注）既にその通算法人の通算事業年度について全体再計算による修正申告書の提出又は更正がされていた場合（以下「既に修正申告等があった場合」といいます。）には、

その修正申告書又はその更正に係る更正通知書のうち、最も新しいもの（以下「直近修正申告書等」といいます。）に基づき別表一「１」の金額として計算される金額に
よります。

遮断措置
及び全体
再計算の
いずれも
適用なし

遮

断

措

置
（※

）

YES

YES

NO

判定フローＣ（損益通算、欠損金の通算）

その通算法人又は他の通算法人のいずれかについて、次のイ又はロに該当するか
イ 法第64条の５第６項の規定の適用がある場合に該当しないものとして計算した場合の別表七の三「通算前所得金額１」(注１)＞期限内申告書の別表七の三「１」(注２）
ロ 法第64条の５第６項の規定の適用がある場合に該当しないものとして計算した場合の別表七の三「通算前欠損金額６」(注１)＜期限内申告書の別表七の三「６」(注２)
（注１）「通算法人の関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額」及び「交際費等の損金不算入（通算定額控除限度分配額）」については、「法第64条の５第６項の規

定の適用がある場合」（令19⑦三、措法61の４③四ロ）に該当しないものとして、制度固有の規定に該当しない限り、遮断措置を適用して計算します。
（注２）既に修正申告等があった場合には、直近修正申告書等に基づき「１」又は「６」の金額として計算される金額によります。

（次ページに続く）

NO

NO

YES

（※）「遮断措置」と判定された場合は、「交際費等の損金不算入（通算定額控除限度分配額）」及び「通算法人の関連法人株式等に係
る配当等の額から控除する利子の額」（制度固有の規定により全体再計算と判定されるものを除きます。以下同じです。）についても遮断措
置が適用されます（判定フローＡ及びＢの（※）参照）。
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Ⅲ 遮断措置・全体再計算の判定フロー

通算事業年度(注)のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合に該当するか
（注）中小通算法人等の各事業年度（その中小通算法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限ります。）又はその各事業年度終了

の日においてその中小通算法人等との間に通算完全支配関係がある他の中小通算法人の同日に終了する事業年度をいいます。

別表一付表「計３」≦800万円(注)に該当するか
（注）中小通算法人等に係る通算親法人の事業年度が１年に満たない場合には、800万円を12で除し、これにその通算親法人の事業年度の月数を乗じて計

算した金額

遮断措置及び全体再計
算のいずれも適用なし

遮断措置

「中小通算法人等の軽減対象所得金額」について全体再計算

YES

YES

NO

NO

判定フローＤ（中小通算法人等の軽減対象所得金額）

判定終了

「損益通算」、「欠損金の通算」、「中小通算法人等の軽減対象所得金額」、「通算法人の関連法人株式等に係る配
当等の額から控除する利子の額」及び「交際費等の損金不算入（通算定額控除限度分配額）」について全体再計算

その通算法人及び他の通算法人のいずれかについて、次に掲げる欄に遮断措置の適用があるものとして計算した次の金額を記載して計算した別表四「52の①」＞０に該当するか
① 別表四「交際費等の損金不算入額８」…別表十五「損金不算入額５」の金額として計算される金額
② 別表四「受取配当等の益金不算入額14」…別表八(一)「受取配当等の益金不算入額13」の金額として計算される金額
③ 別表四「通算対象欠損金額の損金算入額又は通算対象所得金額の益金算入額41」…期限内申告書の別表七の三「通算対象欠損金額５」又は「通算対象所得金額11」の金額(注)

（注）既に修正申告等があった場合には、直近修正申告書等に基づき「通算前所得金額５」又は「通算前欠損金額11」の金額として計算される金額によります。

④ 別表四「当初配賦欠損金控除額の益金算入額42」…別表七(二)付表一「当初配賦欠損金控除額の益金算入額23の計」の金額として計算される金額
⑤ 別表四「欠損金又は災害損失金等の当期控除額44」…別表七(一)「当期控除額４の計」の金額として計算される金額及び別表七(四)「当期控除額10」の金額の合計額
⑥ 別表四付表「当初支払利子配賦額の控除不足額の益金算入額４」…別表八(一)付表二「当初支払利子配賦額の控除不足額の益金算入額24」の金額として計算される金額

遮
断
措
置
（※

）

判定フローＣ（損益通算、欠損金の通算）

NO

YES

判定フローＤへ

判定終了


